
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 音楽活動をされている個人・グループ。（宇治市内外は問いません。） 

・ 発表は音楽に限ります。邦楽、洋楽等のジャンルは問いません。カラオケは除きます。 
 

 宇治市では市役所１階の「市民交流ロビー」を会場としてコンサートを開催しています。これま

でピアノ、サックス、ヴァイオリン、声楽、合唱など、様々な発表がされてきました。市民の憩い

の空間であなたも発表してみませんか？皆さまのご応募をお待ちしています♪ 

・ 今回の募集は令和 8 年度（令和８年４月～令和 9 年３月）開催分の出演者です。 

計１７回（月１回＋七夕７月、平和祈念８月、国際音楽の日１０月、クリスマス１２月、バレンタイン２月） 

開催予定です。 

・ 市役所開庁日（平日）の１２時１５分から１２時４５分までの３０分間、開催します。 

・ コンサートの日程は市が決定し、出演予定者と相談のうえ決定します。出演可能な時期を申 

込書に記入してください。 

・ 簡単な司会は担当職員がお手伝いさせていただきますが、演出・進行は出演者にお任せします。 

今回の応募期間は、令和 8 年                     です。 

出演申込書（裏面）に必要事項を記入のうえ、下記までお申し込みください。（ＦＡＸ不可） 

                                ※メール・郵便・持参のみ受付可 

〒６１１－８５０１  宇治市宇治琵琶３３ 宇治市役所 文化スポーツ課 文化係 
    ＴＥＬ   ０７７４－２０－８７２４ 

   E-mail  bunkasportska@city.uji.kyoto.jp 

・ 天候や会場の都合などにより、延期・中止となる場合があります。 

・ 謝礼および交通費の支給はありません。 

・ 当日のリハーサルはできません。なお、希望する場合は別日にリハーサルを行うことができますが、

希望日に会場が確保できない場合は実施できません。 

（市役所閉庁後１７時３０分～、１時間程度）  

   ・ ピアノ以外の楽器は出演者の方で搬入、搬出してください。 

   ・ アンプ、スピーカー、マイクの使用は原則禁止です。アンプの使用が許可されるものは、リコーダー

やハーモニカのような小さい音の楽器のみです。使用される場合は事前申告が必要です。 

・  太鼓のような大きい音の出る楽器は不可となります。 

   ・ 次のような演奏は不可とします。 

 窓口業務に支障となるような大きな音響のもの。    特定の団体、個人を中傷する内容のもの。     

宗教活動や政治活動を目的としたもの。           営利を目的としたもの。 

     その他、市庁舎の管理に支障があると認めるもの。 

 

１月 5日（月）～１月３０日（金）（必着）     

 

※ 申込み多数の場合は選考のうえ、出演者を決定します。 

※ 選考結果は、３月下旬に郵送でお知らせします。 

※  

 

 

お問い合わせ・応募あて先 

応募資格 

開催形態 

留意事項（必ずご一読ください。） 

応募期間 

応募方法 

♪市民交流ロビーコンサート

♪ 令和 8年度出演者募集 


